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１－１ 地方公務員共済制度 

 

１ 地方公務員共済制度と目的 

地方公務員法の共済制度に関する規定に基づき、地方公務員のための相互救済の制度が地

方公務員共済制度であり、これを定める法律が地方公務員等共済組合法となります。 

 

地方公務員法 第43条 第1項 （共済制度） 

職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負

傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うための相互救済を目的とする共済制度

が、実施されなければならない。 

 

地方公務員等共済組合法 第1条 第1項 （目的） 

この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその

被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうため、相互救済を

目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を

定め、もって地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の

能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して

定めるものとする。 

 

 

２ 地方公務員共済組合 

地方公務員等共済組合法では、以下の職員の区分に従い、当該職員をもって組織する法人

格の共済組合を設ける（法3、4条）ものとしており、名古屋市職員により組織された指定都市

職員共済組合の一つが、名古屋市職員共済組合です。 

 共済組合の名称 組織する職員の範囲 組合数 

① 地方職員共済組合 道府県の職員（②③の職員を除く。） 1 

② 公立学校共済組合 
公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその

所管に属する教育機関の職員 
1 

③ 警察共済組合 都道府県警察の職員 1 

④ 都職員共済組合 東京都の職員（②③の職員を除く。） 1 

⑤ 指定都市職員共済組合 指定都市の職員（②の職員を除く。） 10 

⑥ 市町村職員共済組合 指定都市以外の市及び町村の職員（②⑦の職員を除く。） 47 

⑦ 都市職員共済組合 
旧市町村共済法の規定の全部の適用を受けていなか

った指定都市以外の市の職員（②⑥の職員を除く。） 
3 

指定都市職員共済組合は、札幌、川崎、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九

州、福岡の 10市において組織され、他の政令市は市町村職員共済組合となります。また、
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都市職員共済組合は、北海道の一部市町村、仙台市及び愛知県の一部市町村による３組織が

あります。 

１－２ 名古屋市職員共済組合 

 

１ 定款 

組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない（法 5 条 1項）とされてお

り、本組合も組織の根本規則として、名古屋市職員共済組合定款が定められています。 

（定款の内容） 

１目的、２名称、３事務所の所在地、４運営審議会又は組合会に関する事項、５役員に関する

事項、６組合員の範囲その他組合員に関する事項、７短期給付及び長期給付に関する事項、８

掛金に関する事項、９資産の管理その他財務に関する事項、１０その他組織及び業務に関する

重要事項 

このうち、短期給付については、附加給付や短期掛金率などが定められています。 

なお、定款の変更については、主務大臣の認可を受けなければその効力を生じず（法 5条

3 項）、また、組合会の議決を経なければならない（法 10条）とされています。 

 

２ 共済組合の事業 

次の三つの事業を行っています。 

（１） 長期給付事業 

この事業は、組合員が永年勤続した後に退職されたときや、在職中の負傷がもとで

心身に障害が生じて退職されたとき、または不幸にして死亡されたときに、退職後の

生活や後に残された家族の方の生活の安定を図るため年金などの支給を行うもので

す。 

（２） 短期給付事業 

この事業は、健康保険に相当するもので、組合員とその扶養者（以下、「被扶養者」

といいます。）が病気、けが、死亡、出産、休業、災害等の事故にあったときに、療養

の給付、療養費、埋葬料、出産費、休業手当金、育児休業手当金、災害見舞金等の給

付を行うものです。 

（３） 福祉事業 

この事業は、長期・短期給付事業以外に、組合員の福祉の増進に資するため、保健

事業（健康教育、その他健康保持増進事業）、貸付事業（住宅・宅地を取得するための

資金等）及び貯金事業（貯金の受入れ）を行うものです。 

※貯金事業及び貸付事業のうち一般貸付の対象は、名古屋港管理組合の職員のみで

す。 
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３ 組織 

・組合会（法 9条）  議決機関 

 任命議員（市長が任命）10 名、互選議員（組合員が選出）10名 

・理事長・理事（法 11条） 執行機関 

・監事（法 11 条）  監査機関 

・事務局 

 

・事業検討委員会（設置要綱） 

 組合の行う短期給付、長期給付及び福祉事業に関する事項につき調査検討を行います。 

 

（参考）事業検討委員会の構成（令和７年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事務局 

（１）所在地 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号（市役所本庁舎南側健康管理センター２階） 

 

 

 

健康管理センター 

 

事業検討委員会 

事業主側 １５名 職員代表側 １５名 

各部会での検討課題・取りまとめ 

事業部会（福祉事業に関すること） 

事業主側 １０名 職員代表側 １０名 

 

給付部会（短期給付に関すること） 

事業主側 １０名 職員代表側 １０名 
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（２）組織（管理規程第 8 条～第 9 条） 

①事務係 

 ・組合会に関すること 

 ・事業計画、予算及び決算に関すること 

 ・組合の諸規程、広報に関すること 

 ・貯金事業に関すること 

 ・財形貯蓄に関すること 

②長期給付係 

・長期給付事業に関すること 

③短期給付係 

・短期給付事業に関すること 

・組合員の資格の得喪及び被扶養者の認定事務（任意継続含む） 

・掛金・負担金の徴収事務（標準報酬の決定含む） 

・国民年金第 3号被保険者の届出代行事務 

④福祉事業係 

   ・保健事業に関すること 

・貸付事業に関すること 

 

 

５ 短期給付事業にかかる組織移行について 

当初は、名古屋市健康保険組合（昭和 23年 11 月 1 日設立）及び名古屋市交通局健康保険

組合（昭和 10年 9 月 1日設立）において、名古屋市職員にかかる医療保険業務を実施して

いました。 

名古屋市職員共済組合は、昭和 37年 12月 1 日設立され、職員の長期給付の業務を行って

いますが、短期給付の業務は当初、名古屋港管理組合のみを対象としていました。 

その後、平成 17年 4月 1 日に名古屋市交通局健康保険組合は、名古屋市健康保険組合に

吸収合併され、さらに平成 20 年 12 月 1日に名古屋市健康保険組合は解散し、名古屋市職員

共済組合の短期給付へ移行しました。 
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１－３ 組合員 

 

１ 組合員資格の取得 

名古屋市、名古屋港管理組合及び名古屋競輪組合の常勤の職員となった人は、一般職・特

別職の区別なく、その日から本人の意思にかかわりなく、法律上当然に共済組合の組合員と

なることになっています。  

また、令和 4年 10 月以降、被用者保険の適用要件を満たす非常勤職員に対して、地方公

務員等共済組合法の短期給付（医療保険）・福祉事業（健康診査等）を適用するための改正

が行われました。 

したがって、上記の職員になると同時に名古屋市職員共済組合の組合員となり、その日か

ら共済組合の給付等を受ける権利を持つ一方、その月分以後の掛金の負担義務を負うことに

なります。 

 

 

２ 組合員資格の喪失  

  組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を喪失します。  

  

 

３ 任意継続組合員  

  退職後は何らかの医療保険に加入する必要がありますが、退職の日の前日まで引き続き１

年以上組合員であれば、退職後２年間まで引き続き任意継続組合員として共済組合に加入す

ることができ、短期給付及び福祉事業の一部を受けることができます。 

 

 ※詳細は「第２章 組合員と被扶養者」参照 
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１－４ 所属所 

 

事務所の所轄機関として所属所を置く（定款4条）こととなっており、所属所の設置及び所

属所の長となるべき者について、以下の表（運営規則3条別表）のとおりとなっています。 

組合員は、証の交付、各種届出・請求等について、所属所の長を通じて行うこととなりま

す。 

なお、任意継続組合員については、所属所に属さないため、直接共済組合へ届出・請求等を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

所属所 所属所の長 所属所 所属所の長 

会計室 会計課長 熱田区役所 総務課長 

防災危機管理局 総務課長 瑞穂区役所 総務課長 

市長室 秘書課長 中川区役所 総務課長 

総務局 総務課長 港区役所 総務課長 

財政局 総務課長 南区役所 総務課長 

スポーツ市民局 総務課長 守山区役所 総務課長 

経済局 総務課長 緑区役所 総務課長 

観光文化交流局 総務課長 名東区役所 総務課長 

環境局 職員課長 天白区役所 総務課長 

健康福祉局 職員課長 市会事務局 総務課長 

子ども青少年局 総務課長 監査事務局 管理課長 

住宅都市局 総務課長 人事委員会 審査課長 

緑政土木局 総務課長 選挙管理委員会事務局 次長 

千種区役所 総務課長 教育委員会事務局 人事課長 

東区役所 総務課長 消防局 職員課長 

北区役所 総務課長 交通局 労務課長 

西区役所 総務課長 上下水道局 労務課長 

中村区役所 総務課長 名古屋港管理組合 職員課長 

中区役所 総務課長 名古屋競輪組合 総務部長 

昭和区役所 総務課長 名古屋市職員共済組合 次長 

組合員 所属所 

共済組合 

任意継続

組合員 

各課 

（公所）等 
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１－５ 共済事務担当者 

 

１ 共済事務担当者の役割 

共済組合の各種届出・請求等について、組合員は各所属所を通じて行うこととなってお

り、各所属所の共済事務担当者は、組合員及び組合員の属する各課（公所）等の庶務担当者

と共済組合とのパイプ役として、円滑に業務を遂行する上で重要な役割を担っています。 

また、組合員からの各種届出・請求等にあたっては、所属所長の証明が必要となってお

り、申請・請求等の可否、書類の精査、給与情報の確認などの事務処理を適正に実施するた

めにも、共済制度について十分に把握しておく必要があります。 
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１－６ 共済組合ウェブサイト 

 

１ 表示方法 

  名古屋市職員共済組合のウェブサイトは、インターネットサイトであるため、イントラネ

ットを利用できない組合員、年金受給者、任意継続組合員、被扶養者なども自宅等で閲覧す

ることができます。 

   

① イントラネットの場合 

 

 
 

 ②インターネットの場合 

  Google、Yahoo などの検索サイトで「名古屋市職員共済組合」をキーワードに検索してく

ださい。 

名古屋市職員共済組合 検索 

 

 

２ 閲覧等できる内容 

  共済組合の事業内容の説明、定款・規則等の規程集、共済組合ニュース（バックナンバー

を含む）の閲覧等の他、申請・届出用書類等のダウンロードができます。 

届出書・申請書等については、職員情報システムから出力するものもありますが、多くは

このウェブサイトからダウンロードしたものを使用することとなります。 

また、組合員等からの問い合わせの対応などの際に、このウェブサイトの関連頁を利用し

て説明するなど各所属所担当者においても有効活用してください。 

「共済組合」をクリックする。 
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【共済ニュース】 

最新号及びバックナンバー

を掲載 

バックナンバーは平成 20 年

11 月（第１号）から掲載 

≪共済組合ウェブサイト：短期給付関連掲載項目≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【共済組合のあらまし】 

・組合員、任意継続組合員 

・被扶養者認定 

・マイナ保険証等 

・掛金率 

 

【短期給付事業】 

短期給付の制度や支給内容

等について説明 

 

【各種届出書様式】 

短期給付については、約 70 種類

の様式を掲載 

一部記入例を併せて掲載 
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１－７ 共済組合ニュース 

 

１ 趣旨 

  組合員及び被扶養者を対象に、共済組合が実施している長期給付、短期給付及び保健事業

等にかかる広報誌として、制度説明、周知、経理報告、各種サービス（ベネフィット・ステ

ーション、健診等）の案内、健康だよりなど様々な情報を提供しています。 

なお、共済組合ニュースの電子版（PDF）を共済組合ウェブサイトに掲載しており（⇒前

頁）、バックナンバーも含め閲覧することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 配付 

年に８回、15 日（15 日が祝祭日の場合はその前日）に各局区所属所の他、一部の事務

所、営業所、事業所、工場、駅、消防署等へ、業者が直接納品し、組合員に１部ずつ配付し

ます。 

 


